
第９期介護保険事業計画における第１号被保険者保険料（所得段階別）（案） 

※第１段階から第３段階については、消費税を財源とした公費による保険料負担軽減後の乗率及び保険料の金

額を表示しています。 

第９期計画期間 第８期計画期間 

所得段階 
保険料 
（年額） 

対象区分 所得段階 
保険料 
（年額） 

※ 
第１段階 
基準額
×0.285 

19,800 円 

老齢福祉年金受給者で世帯員全員が住民税非課税又は

生活保護受給者 
※ 

第１段階 
基準額
×0.3 

20,800 円 世帯員全員が住民税非課税で、本人の前年中の公的年
金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が 80
万円以下 

※ 

第２段階 
基準額
×0.485 

33,700 円 

世帯員全員が住民税非課税で、本人の前年中の公的年

金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が 80

万円超 120 万円以下 

※ 

第２段階 
基準額
×0.5 

34,800 円 

※ 

第３段階 
基準額
×0.685 

47,600 円 
世帯員全員が住民税非課税で、第１段階、第２段階に

該当しないもの 

※ 

第３段階 
基準額
×0.7 

48,700 円 

第４段階 
基準額
×0.85 

59,100 円 

世帯内に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税

で、本人の前年中の公的年金等収入金額とその他の合

計所得金額の合計額が 80 万円以下 

第４段階 
基準額
×0.85 

59,100 円 

第５段階 

基準額 
69,600 円 

世帯内に住民税課税者がいるが、本人が住民税非課税
で、本人の前年中の公的年金等収入金額とその他の合
計所得金額の合計額が 80 万円超 

第５段階 

基準額 
69,600 円 

第６段階 
基準額
×1.2 

83,500 円 
本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が 

120 万円未満 

第６段階 
基準額
×1.2 

83,500 円 

第７段階 
基準額
×1.3 

90,400 円 
本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が 

120 万円以上 210 万円未満 

第７段階 
基準額
×1.3 

90,400 円 

第８段階 
基準額
×1.5 

104,400 円 
本人が住民税課税で前年中の合計所得金額が 

210 万円以上 320 万円未満 

第８段階 
基準額
×1.5 

104,400 円 

第９段階 
基準額
×1.7 

118,300 円 
本 人 が 住 民 税 課 税 で 
前年中の合計所得金額が
320 万円以上 420 万円未満 

本 人 が 住 民 税 課 税 で 
前年中の合計所得金額が 
320 万円以上 400 万円未満 

第９段階 
基準額
×1.7 

118,300 円 

第 10 段階 
基準額
×1.9 

132,200 円 
本 人 が 住 民 税 課 税 で 
前年中の合計所得金額が
420 万円以上 520 万円未満 

本 人 が 住 民 税 課 税 で 
前年中の合計所得金額が 
400 万円以上 600 万円未満 

第 10 段階 
基準額
×1.8 

125,200 円 

第 11 段階 
基準額
×2.1 

146,100 円 
本 人 が 住 民 税 課 税 で 
前年中の合計所得金額が
520 万円以上 620 万円未満 

本 人 が 住 民 税 課 税 で 

前年中の合計所得金額が 

600 万円以上 

第 11 段階 
基準額
×1.9 

132,200 円 
第 12 段階 
基準額
×2.3 

160,000 円 
本 人 が 住 民 税 課 税 で 
前年中の合計所得金額が
620 万円以上 720 万円未満 

第 13 段階 
基準額
×2.4 

167,000 円 
本 人 が 住 民 税 課 税 で 
前年中の合計所得金額が
720 万円以上 

当日配布
資料５ 

山形市社会福祉審議会 
高齢者福祉専門分科会 
（令和６年１月２４日） 
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